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項 目：インターネットを用いた人権侵害 

所管課：人権・同和政策課 

 

１ 事業名 

インターネット上における差別事象の監視事業 

（令和５年度決算見込額 ‐千円、令和６年度当初予算額（案）‐千円） 

    

２ 事業の具体的な実施内容 

 

香川県人権啓発推進会議（県・市町・各種団体で構成）にインターネット差別事象監視

班を設置し、平成 15 年度から、インターネット上における差別書込みの監視を行い、差

別事象と認められるものについては、速やかに、サイト管理者等に対して削除要請を行っ

ている。 

班員は、県と 5 市町の担当者 6 名とし、市町担当者は 1 年ごとの交代で、全市町が担

当することとしている。この 6 自治体の班員は 2 カ月ごとに、班長を担当し、班長が中心と

なって運営している。 

 

【削除依頼基準】 

  ①個人のプライバシーを侵害するおそれがあると認められるもの 

  ②他人を誹謗、中傷すると認められるもの 

  ③不当な差別を助長するおそれがあると認められるもの 

   ただし、運用に当たっては、表現の自由を十分に考慮して判断すること。 

 

監視内容は、ネット上の掲示板やＳＮＳ等の「同和問題」に関する差別的表現とし、対象

とする掲示板等のスレッドやアカウント等を選定して監視を実施している。加えて、令和 3

年度からはコロナ禍の状況を踏まえ、コロナに関する誹謗中傷（感染者の特定、個人等へ

の誹謗中傷、業務妨害など）も監視対象としている。 

 

【対処方法】 

班長が週２回以上監視を行い、差別的な書き込みを発見した場合に、全班員へ連絡の

うえ削除依頼基準に従い、削除の必要性等を協議した後、削除すべきと決定した時は、

プロバイダ等に対し削除依頼を行っている。また班員は、随時サイトを閲覧し、問題のある

書き込みを発見した場合は、班長に連絡することとしている。加えて、削除されないなど困

難な事案は、高松法務局へ通報を行っている。 

 

【令和５年度実績】※R6.2 月末時点  （単位：件） 

削除依頼件数 削除件数 
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